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第１回「福岡市市民公益活動推進施策検討委員会」議事録要旨

１ 開催日時

平成15年８月４日(月) 10:00～12:00

２ 場所

福岡市役所議会棟13階理事者控室

３ 議題

(1) 開会

(2) 委員紹介

(3) 運営要綱・傍聴要綱の制定

(4) 会長・副会長の選出

(5) 審議事項について

(6) 閉会

４ 出席委員

，安立委員，稲舛委員，犬山委員，内田委員，大原委員，岡委員，川口委員，谷委員

中山委員，信友委員，浜田委員，平畑委員，森田委員，山浦委員，吉田(順)委員，

吉田(利)委員

５ 傍聴者数

１人

６ 議事概要

「市民局長あいさつ 「委員自己紹介 「事務局職員紹介 「資料確認」の後，事務」， 」， 」，

局より，資料１に基づき，本懇談会の設置要綱(案)及び傍聴要綱(案)を説明し，各委員

の了承を得る。

(1) 会長・副会長の選出について

会長に岡委員を，副会長に信友委員を選出した。

(2) 審議事項について

事務局より，資料２～５に基づき説明。

(3) 意見交換

（会 長）質問等があればどうぞ。

（委 員）これまで議論してきた「市民公益活動推進条例」と，今回の「共働のまちづ

くり条例」との違いを説明して欲しい。

（事務局）審議事項にあるように，条例の目的としては「市民公益活動の活性化」と

「共働のまちづくりの推進」の２本の柱が想定されるが，これは 『コミュニティの，

自律経営推進に関する提言』や『新・基本計画』で示された「市民公益活動推進条例

条例」と同じ趣旨のものである。これらの内容を踏まえた場合，事務局としては条例
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の名称は内容に照らして「共働のまちづくりの推進」がいいのではないかと考え，仮

称でつけたものである。

（委 員 『新・基本計画』をはじめ，いろいろな場面で条例の話が出てくるが，それぞ）

れがどういう関係にあるのか，よく整理がつかない。

（事務局 『新・基本計画』と『コミュニティの自律経営推進に関する提言』は，それぞ）

れ別の場で検討されたものである。それぞれで示された条例については，内容的にも

大差はないが，相互に影響し合ってできたものではない。

，（委 員）町世話人制度が廃止されるとした場合，市は，校区を軸とするのではなく

単位町内会・自治会を最初の核としてきちんと位置づけるべきである。そうしな

いと，単位町内会・自治会がやらないといった時にどうするのか。ＮＰＯのように

，やりたい人がやるというものではないと思う。今回の議論を進めるに当たっては

スタートラインをどこに置けばいいのか。

（会 長）これまで，似たような内容の作業を何度となくやってきたが，特に集中的に

議論すべきものが見えてこないかも知れない。ただ，条例化が一つの大きな問題で

あり，これから絞り込んでいくことになってくると思うが，町内会のあり方につい

ては，この場でどのような議論をすべきか。

（委 員）ＮＰＯは競争原理が働くべきだと思うし，行政は人材を紹介したり，活動分

野指定の寄附を受ける窓口になったりする部分で機能を高めるべきだと思う。一方

で，町世話人制度によって市が地域にお願いしてきた子どもの安全や水害の対応な

どの問題については，これからも地域でやっていかなければならず，市が受皿とし

ての組織をきちんと位置づける必要がある。それをＮＰＯと一緒の枠組みの中で議

論するのは難しいと思う。

（委 員 『コミュニティの自律経営推進に関する提言』や『新・基本計画』に示された）

「市民公益活動推進条例(仮称)」は，どちらかといえばＮＰＯなどによる公益的な

活動をサポートする意味合いが強いと思うが 「共働のまちづくりの推進」となれば，，

ＮＰＯや自治会と行政がパートナーシップに基づき，権限と責任を持ってまちづく

りを推進することになると思う。今回 「共働のまちづくりの推進」を加えたのには，

意図があるのか。

（事務局）現在，自治会で行っている防災・防犯活動や青少年活動などの公益的な活動

に着目し，自治会を公益的な活動を行う主体として明確に位置づけ，行政のパートナ

ーとしてまちづくりを進めていくための条例と考えている。なお，単位町内会・自治

会については，地域組織の核として考えており，ＮＰＯやボランティアと必要に応じ

て連携しながらまちづくりを推進できるよう考えている。それと同時に，ＮＰＯやボ

ランティアによる公益的な活動が推進できるような仕組みを条例で考えている。

（委 員）50年からなる町世話人制度が廃止になるだろうということで，地域でいろい

ろ話し合っているが，これからは行政にどんどん意見を述べながら，地域住民が納

得するような組織を作りたい。

（委 員 「共働のまちづくり」の路線の中で，市から検討事項の案が出され，現在，校）
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区代表者会議で議論を重ねているところであるが，11～12月を目途に「共働のまち

づくり」ができる体制づくりを目指している。

なお，要望であるが，資料２の「背景」の部分には，高齢化対策の問題もあげて

もらいたい。また，今後のコミュニティのあり方として，役員主導型が全面にでる

のではなく，地域に潜在する知恵と発想をできるだけ出していくという方向性でお

願いしたい。

（委 員）言葉では自治会主導と言いながらも，市の捉え方は全て自治連合会主導であ

り，整理する必要があるのではないか。また，各主体間での連携の必要性はわかる

が，現場サイドでうまくやっていけるのか。新たな組織を作らないと進まないので

はないかと思う。行政と地域ＮＰＯ，通常のＮＰＯの三者の関係があり，地域ＮＰ

Ｏの核として自治会があるという発想に転換する必要があるのではないか。この場

で，このような議論をしてもいいのかは別にして，市には人材の確保や資金の窓口

としての役割があり，地域のＮＰＯである自治組織をどう位置づけるのかというこ

とと，通常のＮＰＯの支援をどうするのかということは，分けるほうがわかりや

すいのではと考える。

（会 長）その件については 『コミュニティの自律経営推進に関する提言』をまとめる，

過程で相当議論してきたことであるが，自治会・町内会，ＮＰＯ・ボランティア等と

いうのは，同じレベルで行政とつき合う相手ではないかというところまでは整理され

ていたと思う。また，そこまで整理されているという前提で今回の委員会が始まった

と理解している。ただ，自治会が単位自治会なのか自治連合会なのか，どちらに力を

入れるべきなのかについては議論が残されていると思う。なお，条例の必要性は，共

働のルールが条例のある・なしで変わってくるという意味だと思われる。

（委 員）自治会・町内会とＮＰＯ・ボランティアを市民公益活動団体として一緒に位

置づけるという考えは，町世話人制度が存続するのであれば問題ないと思うが，廃止

された場合，市が水害調査などを地域にお願いする術を失うなど混乱が予想されるし，

そもそも性格が異なるので別々に分けて考えるべきではないか。分けた中で，地域の

自治会・町内会をどう捉えるのかということは，この場でなくても議論できると思う。

また，地域の受皿としての自治会・町内会に対しては，市が責任を持って支援をして

いくべきだと考えるが，通常のＮＰＯは切磋琢磨があっていいし，市が別の形で手伝

えばいいと思う。分けて考えないのであれば，町世話人制度を２年間程度存続させ，

議論を続けるべきである。

（委 員 『新・基本計画』において，自治会・町内会とＮＰＯ・ボランティアを同じ公）

益活動団体でくくったのは，自治会・町内会が地域に根付きすぎて，企業人や退職者，

ＮＰＯなどが入っていきにくいため，同じパブリックで何かをしたいという自発性を

地域でうまくミックスし，こうあったほうがいいと思う時にできるよう広くプールす

るためであったと思う。

（委 員）確かに自治連合会は入りにくい傾向にあると思うが，自治会・町内会は入り

やすいとか，入りにくいという以前の問題として，崩壊しつつある。だからこそ，き
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ちんとした位置づけを行い，町内会を立て直すための支援を考えるべきではないか。

（委 員）住民自治の実現を目指すのであれば，新しい地域ＮＰＯがそれぞれの形を作

っていくのを行政が支援するという方向になるのではないか。自治会，自治連合会と

いう既存の名前にこだわらず，地方分権・地方自治がもう少し身近になった，それぞ

れの住民によるそれぞれのまちづくりができる組織を目指していくことになると思う。

（委 員）７区の中に単位町内会があり，それぞれ町費をもらって運営しているが，行

政の援助はいらない，行政の仕事はしないということになるのが心配である。だから

町世話人制度が廃止された後に，どうするのかを検討していかなければならない。Ｎ

ＰＯと自治会を一緒に議論するのは難しいと思うが，検討委員会ではまとめようとい

う話になっていた。校区のためにいろんな人が入ってきて，みんなで検討しようとい

う組織を作っていかなければならない。自治会を良くするためには，別途，条例を作

ってはどうかと思う。

（会 長）検討事項に加えて欲しいものがあれば提案して欲しい。今，話が出ているの

は，市民公益活動団体の捉え方について，コミュニティとＮＰＯを一つにするのか，

それとも分けるのかという問題があるが，この件については，もう少し議論を続け

ていかなければならない。

（委 員）市民公益活動団体のあるべき姿を条例であまり細かく縛りすぎると，住民自

治が阻害されることになるので，柔らかな表現にせざるを得ないのではないか。

（会 長）他都市の条例の表現等が参考になるのではないか。

（事務局）他都市の条例では，市民公益活動団体の自主性・自発性を損なわないという

ことが基本になっている。

（委 員）本当は，自分たちのまちは自分たちで作るという自治の考えをみんなが持っ

ていなければならないが，そういう人が少ないため，条例を作る必要があるのだと

思う。そう考えると，町世話人のことをこの場で議論するのはどうかと思うし，校

区自治会のことを条例に入れない方がいいと思う。

（委 員 『コミュニティの自律経営推進に関する提言』13ページでは，行政と自治会及）

びＮＰＯ・ボランティアが対峙する関係になっているが，行政は必要な時もあれば，

そうでない時もあると思う。むしろ，自治会とＮＰＯ・ボランティアそれに行政の

三者のパートナーシップがいいのではないか。その中に，いろんなものが必要に応

じて入って行けばいいと思う。この会では，三者の関係に絞って議論すべきではな

いか。自治会・町内会と行政の関係は，別途，市が詰めていかなければ時間がない

と思う。

（会 長）自治会，ＮＰＯ・ボランティア，行政の関係については，コミュニティ自律

経営市民検討委員会でもずいぶん議論してきたが，それが重要だということであれ

ば，もう一度議論する必要があると思う。ただ，いろんな議論を経て，この形に落

ち着いたところではあるが。

（委 員）我々は 『コミュニティの自律経営推進に関する提言』を踏まえたうえで議論，

しなければならないのではないか。今，関係がどうあるべきかを議論する段階には
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ないと思うが。

（委 員）各区には 「まちづくり活動団体」という公益的な活動を行っている団体があ，

るが，ＮＰＯ・ボランティアと町内会が入り混じったような活動を行っているとこ

ろもあり，その位置づけは非常に難しい。住民の立場を考えた場合，あまり細かく

区分けをせずに，広く捉えることのできるような体制にすべきとの議論がコミュニ

ティ自律経営市民検討委員会でもあった。現実に中間的な活動を行っている団体も

あり，自律の芽を摘むようなことは避けなければならない。

（委 員）自治会がＮＰＯにお手伝いをするのではなく，ＮＰＯが自治会にお手伝いを

。するのが大半なので，そういう団体が活動しやすいように支援すべきではないか

また，立ち上がっていない団体でも，どんどん立ち上げができるように支援すべき

である。立ち上がっていない団体はＮＰＯとは言わないかも知れないが，福祉だっ

たら市が情報を収集して登録者に提供したり，興味がある人にどんどん登録しても

らうなど，そういった活動も含めてＮＰＯ・ボランティアの活動と捉えるべきであ

る。ＮＰＯにもいろんなランク，例えば地域特性があるものやないものがあるので，

そういう意味からは，区分けした方がいいのでは。

（委 員）市民公益活動の大きな核として自治会・町内会が存在しないと，公益活動自

体が求心性を失うことになる。単純にＮＰＯ・ボランティア等の「等」にまちづく

り活動団体を入れると，自治連合会と別の動きになると思うが。

（委 員）ＮＰＯが育てば，地域とタイアップするのが目標だと思うが，それを阻害す

るために区分すべきだと言っているのではない。むしろ，どんどん結びつけるため

に条例で位置づけ，自治会等が取り組みやすいようにすべきと考える。行政が受皿

としての自治会・町内会を地域ＮＰＯとして位置づけ，地域には必ず設置していく

努力をすべきではないか。議論は分けても，最後につないではどうか。

（委 員）町世話人制度が廃止された時に，地域がどうなっていくのかということが大

きな問題だと思う。自治会を中心にするのか，公益活動団体という新たなものを作

るのかどうか，今後，いろいろな検討がなされると思う。おやじの会などは，賛同

する人が集まって活動しているので問題ないと思うが，地域はそういう訳にはいか

ない。下手なことをするとコミュニティを作っていこうという気持ちがバラバラに

なってしまうのではないか。そういう気持ちから意見が出ていると思うが。

，（委 員）これまでの積み上げがあるので，スピードが大切だと思う。そのためには

ＮＰＯという新しいセクターを含め，市や連合会，単位自治会・町内会，企業など

の自治の関係と役割を１枚の絵に描くなどしてはっきりさせるか，条例の下書きと

なるような案を出すべきではないか。そこから話し合うという方法もあるかと思う

し，それを出すことで先程来の議論で解決できる部分もあるのではないか。

（委 員）優遇税制については法整備の問題だと思うが，そこをにらみながら，どう市

でＮＰＯ・ボランティアの推進を図っていくかが重要ではないか。基本的な税制に

関する考えを聞かせて欲しい。

（事務局）税制に関しては，現在の地方税法の仕組みがあるので，その中でどこまでで
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きるのかという問題があるが，ＮＰＯに対する寄附に係る優遇税制を地方の税制で

行っているところはない。というのは，現在の税制の仕組みでは法律上非常に困難

であるからだと聞いている。ただ，市の基金に寄附した場合には所得税が控除され

ることから，寄附税制的な機能が働くような仕組みが作れることから，実際に取り

組んでいる事例もある。

（会 長）次回に向けて，どういう議論の場としていくのがいいのか。条例のたたき台

があった方が議論がしやすと思うし，それを踏まえて分け方や公益活動団体の範囲

などを議論したいと考えるがいかがか。

（委 員）大筋では異論はないが，自治連合会や単位町内会の扱いをどうするかについ

て，直ちに議論するのは無理だと思う。現在，自治連合会や単位町内会からは，

様々な意見があがってきており，全体的にどうなのかを把握しないと意見は出せな

いのではないか。さしあたっては，条例のたたき台を出してもらい，線引きしなが

ら議論を進めて欲しい。

（委 員）条例の案文を出して議論するということいなれば，それでもよい。ただ，自

治会・町内会やＮＰＯをどう捉えるのかといった議論を避けて通ることはできない

し，それによって，たとえ２～３年かかってもやむを得ないと思う。

（会 長）条例にするならこういう形がいいのではないかというところから議論を始め，

そこから結論が出ればいいのではないか。条例という形を作っていく中で，コミュ

ニティについての意見を出してもらえばいいし，条例の組み立て方にかなり影響す

るようであれば，そこできちんとコミュニティの問題と条例の組み立て方の議論と

して収束させていきたい。今後は，そのような形を基本にこの委員会を進めていき

たい。

なお，時間が少し残っているので，検討委員会として他に必要な視点があれば出

して欲しい。

（委 員）横須賀市の条例など参考までに出して欲しい。

（委 員 『新・基本計画』の中に市民公益活動推進条例の制定が謳われて，ずいぶん議）

論がされた実績がある。また，コミュニティ自律経営市民検討委員会でも，課題と

して町世話人制度のことが議論されてきた実績はあるが，それに対応する条例とい

うのではなく，もっと幅広い範囲に対応できる条例の必要性について議論してきた。

この会では，審議事項である「市民公益活動の活性化」と「共働のまちづくりの推

進」のどちらにも対応できるような条例を目指していくべきである。そのためには，

モデルとなるような横須賀市や岡山市などの条例を紹介して欲しい。いずれにして

も，この会では，市長から諮問のあった審議事項について審議すべきだと思う。

（委 員）最終的な意見は同じであるが，その過程においては，ＮＰＯ・ボランティア，

自治会・町内会の課題について議論を深め，それぞれの役割・機能について，どう

すれば相乗効果が生まれるのかを考えて行かなければならない。町世話人制度がな

くなったあとには，どのような仕組みがいいのかということについて，問題点を整

理したうえで，そこから新たに，行政，ＮＰＯ・ボランティア，自治会・町内会の
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役割を創り上げて行くべきであると思う。時間をかけて議論させて欲しい。

（委 員）現在，各地域で行われている共働のまちづくりに関する事例を出して欲しい。

（会 長）他に意見等はないか。ないようであれば，終了予定の時間となったので，事

務局から次回の日程について，説明をお願いしたい。

（事務局）次回は，９月２日の午前10時から，この場での開催を予定している。

（会 長）本日はこれで終了する。


